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表紙

第79期
定時株主総会招集ご通知
日 時 2026年１月27日（火曜日）午前10時

場 所 愛知県みよし市打越町生賀山18番地
ナトコ株式会社　本社事務所　四階ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
　

証券コード：4627
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株主各位

証券コード　4627
2026年１月９日

(電子提供措置の開始日2025年12月26日)
株 主 各 位

愛 知 県 み よ し 市 打 越 町 生 賀 山 1 8 番 地
ナ ト コ 株 式 会 社

代表取締役社長 粕 谷 太 一

【当社ウェブサイト】
https://natoco-group.securesite.jp/ir/stock/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4627/teiji/

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第79期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上のウェブサイトに掲載しておりますので、以下の各
ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　「銘柄名（会社名）」に「ナトコ」又は「コード」に当社証券コード「4627」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株
主総会資料」欄よりご確認ください。
　なお、当日ご出席に代えて、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に賛否をご表示のう
えご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛
否を入力されるか、いずれかの方法により、2026年１月26日（月曜日）午後５時までに議決権を行
使していただきますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１． 日 時 2026年１月27日（火曜日）午前10時
２． 場 所 愛知県みよし市打越町生賀山18番地

ナトコ株式会社　本社事務所　四階ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３． 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第79期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）事業報告、連結計算書類並

びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第79期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 　剰余金処分の件
第２号議案 　取締役７名選任の件

４．

第３号議案
第４号議案

議決権行使につ
いてのご案内

　監査役１名選任の件
　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
３頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

     

記

以　上
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま

す。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及

び修正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年１月27日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2026年１月26日（月曜日）
午後５時入力完了分まで

2026年１月26日（月曜日）
午後５時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、３、４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。
・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱

いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。１

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

－ 4 －
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剰余金処分議案

別途積立金 200,000,000円

繰越利益剰余金 200,000,000円

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
　第79期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたし
まして、以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類
　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金29円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は219,087,025円となります。
③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2026年１月28日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
　内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下
のとおりといたしたいと存じます。
①　増加する剰余金の項目とその額

　　②　減少する剰余金の項目とその額

－ 5 －
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取締役選任議案、（ご参考）スキルマトリックス

候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１ 粕 谷 太 一
(1974年10月６日生)

    2002年    4 月 当社入社
    2010年    1 月 当社取締役副塗料事業部長
    2011年    11月 当社取締役塗料事業部長
    2012年    3 月 耐涂可精細化工（青島）有限公司董事

（現任）
    2017年    1 月 当社専務取締役
    2021年    11月 当社代表取締役社長（現任）
    2021年    12月 有限会社豊川シーエムシー代表取締役

（現任）
    2025年    6 月 ＮＴＣホールディングス合同会社代表社

員（現任）

507,100株

２ 山 本 　 豊
(1958年９月12日生)

    1995年    7 月 当社入社
    2007年    11月 当社経営管理部長
    2010年    1 月 当社取締役経営管理部長
    2012年    3 月 耐涂可精細化工（青島）有限公司董事長

（現任）
    2012年    7 月 当社取締役経営管理部長・生産企画部長
    2018年    1 月 当社常務取締役
    2022年    1 月 当社専務取締役（現任）
    2022年    12月 巴興業株式会社代表取締役（現任）

2,000株

第２号議案　取締役７名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役８名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役２名
を含む取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役選任議案、（ご参考）スキルマトリックス

候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３ 粕 谷 英 史
(1977年３月９日生)

    2005年    10月 当社入社
    2012年    11月 当社購買部長・海外プロジェクト部長
    2014年    7 月 NATOCO PAINT 

PHILIPPINES,INC.PRESIDENT（現任）
    2015年    1 月 当社取締役購買部長・海外事業部長
    2019年    3 月 NATOCO PAINT (THAILAND)

CO.,LTD.PRESIDENT（現任）
    2021年    6 月 NATOCO VIETNAM COMPANY

LIMITED CHAIRMAN（現任）
    2022年    1 月 当社常務取締役（現任）
    2023年    9 月 耐涂可精細化工（青島）有限公司董事

（現任）
    2025年    6 月 三丸化学株式会社代表取締役（現任）
    2025年    9 月 有限会社アイシー産業代表取締役（現

任）

243,800株

４ 大 野 富 久
(1971年１月１日生)

    1993年    4 月 当社入社
    2008年    11月 当社化成品事業部長
    2015年    1 月 当社取締役化成品事業部長
    2024年    11月 当社取締役研究所所長（現任）

1,400株

5 原 　 昌 弘
(1968年6月29日生)

    2000年    3 月 当社入社
    2015年    5 月 当社研究所所長
    2022年    1 月 当社執行役員研究所所長
    2024年    1 月 当社取締役研究所所長
    2024年    11月 当社取締役化成品事業部長（現任）

2,809株

－ 7 －
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取締役選任議案、（ご参考）スキルマトリックス

候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

6 脇 田 政 美
(1964年11月12日生)

    1995年    8 月 公認会計士登録
    1999年    2 月 公認会計士脇田会計事務所所長（現任）
    2006年    1 月 当社社外監査役
    2008年    12月 株式会社ロマンティア社外監査役（現

任）
    2016年    1 月 当社社外取締役（現任）

　　　－株

7 林 　 克 行
(1961年４月２日生)

    1988年    4 月 弁護士登録
    2020年    1 月 当社社外監査役
    2020年    7 月 山田・林法律事務所代表弁護士（現任）

2022年    1 月 当社社外取締役（現任）

　　　－株

（注）１．取締役候補者林克行氏は山田・林法律事務所代表弁護士を兼務しており、当社は山田・林法律事務所
と法律相談に関する顧問契約を締結しております。他の取締役候補者と当社との間には、特別な利害
関係はありません。

２．脇田政美氏及び林克行氏は、社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員とし
て届け出ております。脇田政美氏及び林克行氏の再任が承認された場合、両氏を引き続き独立役員と
する予定です。

３．脇田政美氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏は直接会社経営に関与
したことはありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識や経験並びに高い法令遵守の精神
を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取
締役として選任をお願いするものであります。

４．林克行氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏は直接会社経営に関与し
たことはありませんが、弁護士として培われた専門的な知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有し
ておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役と
して選任をお願いするものであります。

５．脇田政美氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時
をもって10年となります。

６．林克行氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時を
もって4年となります。

－ 8 －
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取締役選任議案、（ご参考）スキルマトリックス

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）を当該
保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

８．当社は、脇田政美氏、林克行氏の両氏との間に、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同
法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、
同法第425条第1項に定める最低責任限度額の範囲内で、当社に対して損害賠償責任を負う趣旨の責
任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

候補者
番号

氏　　名
企業経営・
組織運営

グローバル 研究・開発
営業・

マーケティング
財務・会計

法務・
リスク管理

1 粕谷太一 ● ● ● ● ●

2 山本　豊 ● ● ●

3 粕谷英史 ● ● ● ● ●

4 大野富久 ● ● ● ●

５ 原　昌弘 ● ● ● ●

６ 脇田政美 ●

７ 林　克行 ●

（ご参考）

スキルマトリックス（第2号議案が原案どおり承認された場合）
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監査役選任議案

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

内 藤 正 明
（ 1 9 6 1 年 4 月 9 日 生 ）

    1988年    4 月 弁護士登録
    1994年    4 月 内藤法律事務所入所（現任）
    2006年    6 月 東濃信用金庫監事（現任）
    2016年    11月 株式会社進和社外取締役（監査等委員）（現

任）
    2022年    1 月 当社社外監査役（現任）

ー株

第３号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役内藤正明氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の
選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注） １．監査役候補者内藤正明氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
２．内藤正明氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同

氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員とする予定です。
３．内藤正明氏を社外監査役候補者とした理由は、直接会社経営に関与したことはありませんが弁護士

として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に十分に活かしていただけると判断し、社
外監査役候補者としました。

４．内藤正明氏は監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
５．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）を
当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められ
ることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６．当社は、内藤正明氏との間に、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につ
いて、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める
最低責任限度額の範囲内で、当社に対して損害賠償責任を負う趣旨の責任限定契約を締結してお
り、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
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退任取締役に対する退職慰労金贈呈

氏 名 略 歴

水 野 和 義     2017年    1 月 当社取締役
現在に至る

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
　取締役水野和義氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、在任中の労に報いるため、当社
所定の規定に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
　なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任願いたいと存じます。
　本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬にかかる決定方針及び社
内規程に沿って、任意の指名・報酬諮問委員会の審議、答申内容を踏まえて取締役会で決定してお
り、相当であると判断しております。
　当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告21ページ以降に記載のとおり
であります。
　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以上
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事業の状況

（2024年11月 1 日から
2025年10月31日まで）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度(2024年11月１日～2025年10月31日）における世界経済は、ウクライナ
や中東情勢の長期化、中国経済の減速、米国の通商政策等の動向を受け、依然として先行き不
透明な状況が続いております。
　わが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加により緩やかな回復が続き
ましたが、不安定な国際情勢、原材料及びエネルギー価格の高止まり、物価の上昇等、経済に
与える影響が引き続き懸念され、依然として予断を許さない状況にあります。
　このような状況のもと、当社グループは、当社のミッション「ユニークな発想で新しい価値
を創造する」を起点に、サスティナビリティ方針と中期経営計画（2025～2027年度）を策
定いたしました。このサスティナビリティ方針と中期経営計画は、「Ⅰ.環境対応方針」、
「Ⅱ.人的資本経営」、「Ⅲ.責任ある事業活動」の3つの柱から構成されます。これらの方針に
基づく施策を着実に実行するとともに、M&A等の戦略投資、成長投資（DX投資・R＆D投
資・人的資本投資）、更新投資などに対し経営資源を効率的に配分することで、中長期的な事
業価値向上に努めてまいります。また、2025年６月30日には、三丸化学株式会社の議決権
66％の株式を取得し子会社化いたしました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は22,275百万円（前期比7.3％増）、営業利益1,398百
万円（前期比13.4％増）、経常利益1,509百万円（前期比9.6％増）、上記の子会社化による
負ののれん発生益を101百万円計上したことにより親会社株主に帰属する当期純利益は1,137
百万円（前期比19.0％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。
（塗料事業）
　金属用塗料分野では、焼き付け塗料や遮熱塗料での新規案件の獲得や工作機械向けやボン
ベ向けの塗料の需要が増えたことで、売上高は前期に比べ増加いたしました。建材用塗料分
野では、主力ユーザーの国内向けの需要増や2024年7月1日付でＤＩＣグループから内装建
材用塗料の販売事業を譲り受けたことにより、売上高は前期に比べ増加いたしました。セグ
メント利益は、売上高の増加により前期に比べ増加いたしました。
　その結果、塗料事業における当連結会計年度の売上高は14,295百万円（前期比11.7％
増）、セグメント利益は1,163百万円（前期比32.6％増）となりました。
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事業の状況

事 業 （ 製 品 ） 区 分 売 上 高 （ 百 万 円 ） 構 成 比 （ ％ ）
塗 料 事 業 14,295 64.2

金 属 用 塗 料 6,251 28.1
建 材 用 塗 料 7,633 34.3
そ の 他 410 1.8

フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 事 業 2,484 11.1
蒸 留 事 業 5,494 24.7
合 計 22,275 100.0

（ファインケミカル事業）
　光学フィルム向けのコーティング剤は堅調であったものの、モビリティ（自動車関連）向
けのコーティング剤の低迷により、売上高及びセグメント利益は前期に比べ減少いたしまし
た。
　その結果、ファインケミカル事業における当連結会計年度の売上高は2,484百万円（前期
比7.3％減）、セグメント利益は536百万円（前期比17.7％減）となりました。

（蒸留事業）
　車両関係の生産低迷による需要減はあるものの、既存顧客の需要増や新規顧客の獲得、
2025年6月30日付で三丸化学株式会社がナトコグループに加わったことにより、売上高及
びセグメント利益は前期に比べ増加いたしました。
　その結果、蒸留事業における当連結会計年度の売上高は5,494百万円（前期比4.2％
増）、セグメント利益は489百万円（前期比30.6％増）となりました。

企業集団の事業セグメント別売上高は次のとおりであります。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施いたしました企業集団の設備投資の総額は554百万円で、その主な
ものは次のとおりであります。

塗料事業　　　　　　　当社本社工場・当社群馬工場　　　　　　　　ラベラー更新
蒸留事業　　　　　　　巴興業株式会社・有限会社アイシー産業　　　運搬用車両

③　資金調達の状況
　記載する事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 76 期
(2022年10月期)

第 77 期
(2023年10月期)

第 78 期
(2024年10月期)

第 79 期
(当連結会計年度)
(2025年10月期)

売 上 高 (百万円) 20,445 20,164 20,753 22,275
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 1,514 951 955 1,137

１株当たり当期純利益 (円) 200.70 126.01 126.60 150.62

総 資 産 (百万円) 28,223 28,840 29,829 31,026

純 資 産 (百万円) 22,085 22,753 23,572 24,584

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 2,926.63 3,013.94 3,121.47 3,232.10

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

耐涂可精細化工（青島）有限公司 11,696万人民元 100％ 塗料及びファインケミカル
の製造・販売

巴 興 業 株 式 会 社 50百万円 100％ シンナーの製造・販売及び
産業廃棄物収集運搬・処分

有限会社豊川シーエムシー 4百万円 100％ 塗料の調色加工

有 限 会 社 ア イ シ ー 産 業 24百万円 100％ 廃液の再生及び販売、廃棄物の収
集・運搬、劇物の製造及び販売

三 丸 化 学 株 式 会 社 80百万円 66％ 廃液の再生及び販売、廃棄物の収
集・運搬、劇物の製造及び販売

N A T O C O  P A I N T
P H I L I P P I N E S , I N C . 45百万フィリピンペソ 100％ 塗料及びファインケミカル

の製造・販売
N A T O C O  P A I N T
（THAILAND）CO.,LTD. 100百万タイバーツ 100％ 塗料及びファインケミカル

の販売
NATOCO VIETNAM 
COMPANY L IMITED 3.5百万アメリカドル 100% 塗料及びファインケミカル

の製造・販売

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑷　対処すべき課題
当社グループは、経営を取り巻く環境を以下のように認識しています。

① 環境意識の高まり（SDGs実現に向けたESGカーボンニュートラルへの対応、世界的な環境規
制の強化）

② 技術革新の進展（塗装レス技術、高効率塗装技術、デジタル技術による多方面での大きな影
響）

③ 働き方・ライフスタイルの多様化。少子高齢化の進展
④ 安全・品質、コンプライアンスに対する要求水準の高まり
⑤ 政治・経済の先行き不透明さ、不確実性の増大や地政学リスク（原材料調達や輸出入、新設

着工件数等の個人消費の低迷）

そのような中、当社グループは、2030ビジョン達成に向け、以下を重点課題として設定して
おります。

① 環境対応を重視
当社製品を使用するユーザーに対し、「低VOC、工程短縮、低温焼付塗料」・「高耐久性、

省エネ型塗料」といった環境配慮型製品を提供していく他、「蒸留事業拡大」・「廃棄物削減」
により循環型社会の実現を図ってまいります。

② 技術革新の進展を見据えた研究開発・製品開発
祖業の塗料で培った「ポリマー合成技術」・「分散技術」・「コーティング技術」・「色彩技

術」の4つの要素技術を組み合わせ、技術革新の進展を見据えた研究開発体制を構築してまいり
ます。

また新たな材料・製法を活用し、機能性や意匠性、質感を追求した、独自性のある高付加価値
製品を開発してまいります。

③ 特徴ある機能・技術を市場にシンクロさせた事業拡大
塗料事業においては、環境配慮型製品の提供を拡大していく他、印刷技術のデジタル化に対応

したインクジェット商材により事業拡大を図ってまいります。またファインケミカル事業におい
ては、当社の要素技術と応用技術を活かし、塗装レス技術への対応を進めるとともに、電子材
料・モビリティ分野での事業拡大に注力してまいります。蒸留事業においては、地域ごとの効率
の良い廃液回収と蒸留前処理の改善を図るとともに、より純度の高い蒸留技術にチャレンジし、
高純度リサイクル溶剤に対する需要増に応えてまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

④ 人的資本経営の実現
持続的成長を支える根幹は人的資本にあるとの認識の下、経営基盤としての人的資本の充実を

図り、絶え間なくリノベーションとイノベーションを生み出せる組織を構築してまいります。

⑤ 社会の一員としての責務の遂行
（安全第一）

会社の基盤を健全に維持し、持続的に発展していくためには、従業員の安全確保と健康の保
持・促進を図ってまいります。
（品質保証）

絶えず現場力の向上を図り、お客様から信頼される品質の製品とサービスの提供を目指してま
いります。
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

国内外の各拠点で現地の法令を遵守し、社会の一員として、倫理的に事業活動を行う方針を徹
底してまいります。また「内部通報制度」や「代表取締役社長直轄の内部監査室」を設置し、企
業内の不正・不祥事の早期発見・是正やリスク低減を図っております。

⑥ 国内外の生産体制の強化・最適化
政治・経済の先行き不透明さ、不確実性の増大や地政学リスクの高まりを踏まえ、グループ全

体の国内外の生産体制の強化・最適化を図ってまいります。
なお、国内の老朽化した設備については、今後の生産増や高品質化が求められる製品にもフレ

キシブルに対応可能な生産設備（自動化・省人化、DX活用）へのリニューアルの検討を開始し
ております。

事 業 内 容 主 要 製 品

塗 料 事 業 金属用塗料、内装建材用塗料、外装建材用塗料

フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 事 業 高機能性樹脂、樹脂素材用コート剤

蒸 留 事 業 各種シンナー

⑸　主要な事業内容（2025年10月31日現在）
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主要な営業所及び工場

当 社

本　　社　：愛知県みよし市
本社工場　：愛知県みよし市
群馬工場　：群馬県みどり市
東部支店　：さいたま市南区
中部支店　：愛知県みよし市
西部支店　：大阪市北区
西南部支店：福岡市博多区
韓国支店　：大韓民国京畿道水原市

耐涂可精細化工（青島）有限公司 中華人民共和国山東省青島市平度市

巴 興 業 株 式 会 社
本　　社　：愛知県みよし市
本社工場　：愛知県みよし市
山口工場　：山口県美祢市

有限会社豊川シーエムシー 愛知県豊川市

有 限 会 社 ア イ シ ー 産 業 福島県本宮市

三 丸 化 学 株 式 会 社 宮城県柴田郡村田町
N A T O C O  P A I N T
P H I L I P P I N E S , I N C . フィリピン共和国 バタンガス州

N A T O C O  P A I N T
（THAILAND）CO.,LTD. タイ王国 バンコク都

NATOCO VIETNAM 
COMPANY L IMITED ベトナム社会主義共和国 ハナム省

⑹　主要な営業所及び工場（2025年10月31日現在）
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
塗 料 事 業 283名 7名増
ファインケミカル事業 51名 3名増
蒸 留 事 業 100名 24名増
全 社 （ 共 通 ） 18名 3名増
合 計 452名 37名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
230名 9名増 42.7歳 16.9年

⑺　使用人の状況（2025年10月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

　（注）１．上記のほか、嘱託、臨時従業員及びパートタイマーを雇用しておりますが、上表の人数に含めてお
りません。

　　　　２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属して
いるものであります。

②　当社の使用人の状況

　（注）上記のほか、嘱託、臨時従業員及びパートタイマーを雇用しておりますが、上表の人数に含めておりま
せん。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 102百万円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 38百万円

⑻　主要な借入先の状況（2025年10月31日現在）
①　企業集団の主要な借入先の状況

（注）借入額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

②　当社の主要な借入先の状況
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

①　発行可能株式総数 26,299,000株
②　発行済株式の総数 8,144,400株
③　株主数 2,408名

株　　　　　　　主　　　　　　　名 持 株 数 持 株 比 率
粕 谷 忠 晴 1,167,500株 15.45％
ナ ト コ 共 栄 会 727,300株 9.62％
粕 谷 太 一 507,100株 6.71％
有 限 会 社 巴 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 270,000株 3.57％
粕 谷 英 史 243,800株 3.22％
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 240,000株 3.17％
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 230,000株 3.04％
Ｎ Ｔ Ｃ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 合 同 会 社 220,600株 2.92％
株 式 会 社 あ い ち 銀 行 210,000株 2.77％
粕 谷 健 次 162,800株 2.15％

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年10月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）　持株比率は自己株式（589,675株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
　該当事項はありません。

⑵　新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

－ 19 －



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

2025/12/19 10:33:36 / 25267687_ナトコ株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況、社外役員に関する事項

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 粕 谷 太 一
耐涂可精細化工（青島）有限公司董事
有限会社豊川シーエムシー代表取締役
ＮＴＣホールディングス合同会社代表社員

専 務 取 締 役 山 本 　 豊
生産企画部長
耐涂可精細化工（青島）有限公司董事長
巴興業株式会社代表取締役

常 務 取 締 役 粕 谷 英 史

NATOCO PAINT 
PHILIPPINES,INC.PRESIDENT
NATOCO PAINT (THAILAND) 
CO.,LTD.PRESIDENT
NATOCO VIETNAM COMPANY LIMITED 
CHAIRMAN
耐涂可精細化工（青島）有限公司董事
三丸化学株式会社代表取締役
有限会社アイシー産業代表取締役

取 締 役 大 野 富 久 研究所所長
取 締 役 水 野 和 義 塗料事業部長
取 締 役 原 　 昌 弘 化成品事業部長

取 締 役 脇 田 政 美 公認会計士脇田会計事務所所長
株式会社ロマンティア社外監査役

取 締 役 林 　 克 行 山田・林法律事務所代表弁護士
監 査 役 （ 常 勤 ） 関 澤 浩 幸 耐涂可精細化工（青島）有限公司監事

監 査 役 今 枝 　 剛

公認会計士今枝会計事務所所長
税理士法人クロスブレイン代表社員
パレモ・ホールディングス株式会社社外監査役
ジャパンマテリアル株式会社社外取締役（監査
等委員）

監 査 役 内 藤 正 明
内藤法律事務所代表弁護士
東濃信用金庫監事
株式会社進和社外取締役（監査等委員）

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2025年10月31日現在）

（注）１. 取締役脇田政美氏及び取締役林克行氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２. 監査役今枝剛氏及び監査役内藤正明氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
３. 監査役今枝剛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４. 当社は、山田・林法律事務所と法律相談に関する顧問契約を締結しております。また、税理士法人クロスブレインと税務

相談に関する顧問契約を締結しております。
５. 社外役員のその他の重要な兼職先と当社との間に特別な取引関係はありません。
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会社役員の状況、社外役員に関する事項

②　責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定

に基づき、同法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大
な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額の範囲内で、当社に対し
て損害賠償責任を負う趣旨の責任限定契約を締結しております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社グループの取締役、監査役を被保険者とする会社法第430条の3第

1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその
職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生
ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）を
当該保険契約により填補することとしております。

なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料
負担はありません。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2024年12月25日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針」の内容について、任意の指名・報酬諮問委員会での審議を経て、決議いたし
ました。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、指名・報
酬諮問委員会が原案について決定方法との整合性を含め審議しており、指名・報酬諮問委員
会の審議、答申内容を踏まえた上で、取締役会が決定していることから、その内容は決定方
針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
１．固定報酬に関する方針

ａ．取締役（社外取締役を除く）の「固定報酬」は、各取締役の役位（期待される役割
及び責任）、在任年数及び他社水準等、総合的に勘案し、報酬額を決定する。

ｂ．社外取締役の「固定報酬」は、他社水準等を考慮し、報酬額を決定する。
ｃ．「退職慰労金」については、役員内規に基づき、役位別基本報酬に役位別在任年数

及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定
する。
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会社役員の状況、社外役員に関する事項

役 員 区 分 報酬等の総額
（ 千 円 ）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（ 名 ）固 定 報 酬 業績連動報酬 退職慰労金

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 116,924 83,400 21,296 12,228 6

監 査 役
（ 社 外 監 査 役 を 除 く ） 13,344 12,240 － 1,104 1

社 外 取 締 役 12,032 11,280 － 752 2

社 外 監 査 役 8,960 8,400 － 560 2

２．業績連動報酬等に関する方針
取締役（社外取締役を除く）の「業績連動報酬」の決定方針は以下のとおりとする。
ａ．株主総会において決定された取締役の限度額（2013年１月29日開催の第66期定時

株主総会において、年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）
と決議）から、「固定報酬」及び「退職慰労金引当金繰入額」を差し引いた金額の
範囲内とする。

ｂ．当期純利益の３％以下。
ｃ．業績の評価は、「EBITDA」と「ROE」（定量的評価）の目標達成度を80％（全て

の取締役で一律）、各取締役の管掌部門における財務指標及び非財務指標（定性的
評価を含む）を20％（各取締役で個別に設定）、全体で100％とする。

３．報酬等の割合に関する方針
取締役（社外取締役を除く）の「固定報酬」と「業績連動報酬」の報酬総額に対する構
成割合については、当社グループの業績の向上及び企業価値の向上に対するモチベーシ
ョンを高めることを主眼としていることから、全役位ともに、目標を全て達成した場合
は、総報酬額（退職慰労金引当金繰入を除く）に占める「業績連動報酬」の割合が20％
以上となることを基本とする。

また、監査役の報酬等は、2001年1月26日開催の第54期定時株主総会において、年額
30,000千円以内と決議いただいており、その報酬総額の範囲内で監査役の協議によって決
定しております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２．取締役の金銭報酬の額は、2013年１月29日開催の第66期定時株主総会において、年額200,000千円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役
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会社役員の状況、社外役員に関する事項

員数は7名（うち社外取締役は0名）です。
　　　３．監査役の金銭報酬の額は、2001年１月26日開催の第54期定時株主総会において、年額30,000千円以内と

決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
　　　４．会社業績指標の当期におけるEBITDAの目標値は2,200百万円、実績値は2,118百万円であり、ROEの目標

値は4.73％、実績値は4.72%となりました。当該指標を選定した理由は積極的な成長投資を計画している
中、株主資本の効率性評価指標であるROEと事業が生み出すキャッシュの創出能力を示すEBITDA、この２
つの指標をバランスよく向上させることが企業価値向上につながることからであります。

　　　５．退職慰労金の額は、役員退職慰労引当金の繰入額となります。

地 位 氏 名 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役

脇 田 政 美
当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席して
おります。公認会計士としての専門的見地から、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言
を行っております。

林 　 克 行
当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席して
おります。弁護士としての専門的見地から取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。

社 外 監 査 役

今 枝 　 剛

当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席し、
また、監査役会14回のすべてに出席しており、公認会計士
としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。また、監査役会において、諸課題に対して適
宜、必要な発言を行っております。

内 藤 正 明

当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席し、
また、監査役会14回のすべてに出席しており、弁護士とし
ての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査役会において、諸課題に対して適宜、必
要な発言を行っております。

⑷　社外役員等に関する事項
当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、会社の体制及び方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

支払額（千円）
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 29,812
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,812

⑸　会計監査人の状況
①　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬
等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
　当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると
判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。

⑹　会社の体制及び当該体制の運用の状況の概要
①業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

子会社を含め、全社において取締役及び使用人は、コンプライアンスに関する規程の
遵守、内部監査部門による業務活動全般にわたる監査の実施を通じ、企業活動における
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法令等遵守、公平性、倫理観を確保する。
ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令・社内規程に基づき、文書等の管理を行う。
また、情報の管理については、情報セキュリティ規程に基づき対応する。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社を含め、全社において各事業部門がリスクの内容に応じてそれぞれの役割に応

じて自主的・主体的に対応する体制で行っている。重要な事項については、取締役会・
経営会議への報告を行い、取締役会などにおいて監視・監督を行う。

また、危険物を取扱う関係上、特に事故防止・災害防止等の推進を図るため「安全衛
生委員会」を設置し、毎月１回、討議・連絡・報告を行い、生じ得るリスクに備え活動
している。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社を含め、全社において取締役の職務執行について、役員規程等の諸関連規程に

基づきそれぞれの権限及び責任を明確にして、業務執行手続が円滑になされ、効率的に
遂行されることを図る。

また、子会社を含め、全社において諸関連規程に従い、経営に大きな影響を与える重
要な事項について、合議制に基づいた慎重かつ着実な意思決定を行う。

ホ．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社取締役及び各部門長、子会社代表者にて構成され、毎月１回の定期開催の取締役

会で決定された基本方針に基づき、当社及び子会社の経営に関する重要な事項を協議・
決定し、各部門の業務執行に関する重要事項の調整を行う。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対
する指示の実効性の確保に関する事項

代表取締役は、監査役を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合、監査役と
協議し、常に適正を考慮した人選を行い配置する。また取締役及び使用人は、当該使用
人の人事異動、懲戒等に関して監査役会の事前の同意を得るものとする。さらに監査役
の職務の遂行に伴い、当該使用人に対する指示がなされた場合、取締役及び使用人は指
示の遂行が円滑になされることを確保するために、当該使用人の往査等その他の方法に
よる調査に協力し、必要情報を速やかに提供する。

ト．取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた
者が監査役に報告をするための体制

当社グループの役員、使用人等は当社グループに重大な損失を与える事項が発生し、
又は発生する恐れがあるとき、当社グループの役員、使用人等による違法又は不正行為
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を発見したとき等は、その情報を遅滞無く監査役に報告するものとし、また監査役の求
めに応じて適宜、監査役会等で業務執行の状況を報告するものとする。

チ．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

取締役及び使用人は、内部通報者保護に関連する当社規程に準じて当該報告をした者
が、不利な取扱いを受けないように適切な処置を講ずる。

リ．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について費用又は債務が発生した場合は、取締役及び使用人は、

会社法第388条に則り、当該費用又は債務が監査役の職務の執行に必要であるときに
は、請求によって所定の手続により償還が保障されるものとする。

また、当該費用又は債務は、通常、監査計画に応じて予算化されるが緊急の監査費用
が発生した場合においても同様とする。

ヌ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査及び会計監査の相互連携については、監査の所見・情報の交換を相互に行

い、緊密な連携を図ることにより、監査の実効性向上に努めている。

②業務の適正を確保するための体制の運用の状況
上記の業務の適正を確保するための体制については、各部署においてその適切な運用に努

めるとともに、内部監査室がその運用状況を随時モニタリングすると共に、各種委員会と連
携し、不適切な点を発見した場合には、取締役会に報告し、直ちに是正処置を行います。

⑺　会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び本業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について

は特に定めておりません。

⑻　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主様への利益還元を経営の重要な政策と認識し、持続的な安定配当を実施すること

を基本方針としております。
今中期経営計画期間中（2025～2027年度）においては、中長期的な企業価値向上のための

投資を優先する中で、配当性向40％を目途とするとともに、年間配当の下限を50円とすること
とします。
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連結貸借対照表

（2025年10月31日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
長 期 預 金
そ の 他　

21,112,396
10,710,868
5,423,360
1,436,085
1,000,000
1,362,638
48,065
931,921
206,583
△7,126

9,914,522
6,851,116
3,088,947
1,367,569
1,999,660
82,575
312,364
338,447

2,724,958
709,191
49,629

1,862,400
103,736　

流 動 負 債 5,771,071
支払手形及び買掛金 3,994,171
電 子 記 録 債 務 87,572
未 払 金 662,957
未 払 法 人 税 等 254,179
賞 与 引 当 金 303,122
役 員 賞 与 引 当 金 27,096
製 品 保 証 引 当 金 4,595
そ の 他 437,376

固 定 負 債 670,901
役員退職慰労引当金 117,679
退職給付に係る負債 79,761
繰 延 税 金 負 債 19,524
そ の 他 453,937

負 債 合 計 6,441,973
純 資 産 の 部

株 主 資 本 22,743,503
資 本 金 1,626,340
資 本 剰 余 金 3,322,799
利 益 剰 余 金 18,301,003
自 己 株 式 △506,639

その他の包括利益累計額 1,674,086
その他有価証券評価差額金 310,614
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,331,896
退職給付に係る調整累計額 31,576

非 支 配 株 主 持 分 167,355
純 資 産 合 計 24,584,945

資 産 合 計 31,026,918 負 債 純 資 産 合 計 31,026,918

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2024年11月 1 日から
2025年10月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 22,275,001
売 上 原 価 17,305,173

売 上 総 利 益 4,969,828
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,571,774

営 業 利 益 1,398,053
営 業 外 収 益

受 取 利 息 80,202
受 取 配 当 金 22,726
そ の 他 営 業 外 収 益 22,458 125,387

営 業 外 費 用
支 払 利 息 883
為 替 差 損 7,124
そ の 他 営 業 外 費 用 6,022 14,030
経 常 利 益 1,509,411

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 6,280
特 許 権 等 譲 渡 益 11,175
負 の の れ ん 発 生 益 101,211 118,668

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 45,434
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 8,636 54,071

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,574,008
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 454,840
法 人 税 等 調 整 額 △17,893 436,946
当 期 純 利 益 1,137,061
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △714
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,137,776

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024年11月 1 日から
2025年10月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,626,340 3,321,325 17,555,996 △509,168 21,994,492

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △392,769 △392,769

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,137,776 1,137,776

自 己 株 式 の 処 分 1,474 2,529 4,003

株主資本以外の項目の当連
結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － 1,474 745,007 2,529 749,011

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,626,340 3,322,799 18,301,003 △506,639 22,743,503

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 245,487 1,310,089 22,582 1,578,159 － 23,572,652

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △392,769

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,137,776

自 己 株 式 の 処 分 4,003

株主資本以外の項目の当連
結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 65,126 21,806 8,993 95,926 167,355 263,282

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 65,126 21,806 8,993 95,926 167,355 1,012,293

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 310,614 1,331,896 31,576 1,674,086 167,355 24,584,945

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 29 －



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

2025/12/19 10:33:36 / 25267687_ナトコ株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

会社名 決算日
耐涂可精細化工（青島）有限公司 12月31日　＊１
NATOCO VIETNAM COMPANY LIMITED 12月31日　＊１
三丸化学株式会社  9 月30日　＊２
有限会社アイシー産業  9 月30日　＊２

連結注記表
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の状況

・連結子会社の数 8社
・連結子会社の名称 耐涂可精細化工（青島）有限公司

NATOCO PAINT PHILIPPINES,INC.
NATOCO PAINT（THAILAND）CO.,LTD.
NATOCO VIETNAM COMPANY LIMITED
巴興業株式会社
三丸化学株式会社
有限会社豊川シーエムシー
有限会社アイシー産業
上記のうち、三丸化学株式会社については、当連結会計年度において新たに株
式を取得したため、連結の範囲に含めております。

⑵　非連結子会社の状況
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

＊１：連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。
＊２：連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項

⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
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連結注記表

② 棚卸資産
製品、半製品、原材料、仕掛品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）を採用しております。
貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）を採用しております。

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年
機械装置及び運搬具 ２年～17年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。
⑶　重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金

従業員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
④ 製品保証引当金

将来の製品保証等の費用の発生に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。
⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま
す。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。

一部の連結子会社については、簡便法を適用しております。
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⑸　収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益は、主に製品の販売によるものであり、これら製品
の販売については、製品が顧客に引き渡された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行
義務が充足されると判断していることから、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
　ただし、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常
の期間である場合には、出荷した時点において当該製品の支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で
収益を認識しております。
　また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測
定しております。
　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりませ
ん。

⑹　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上し
ております。

(会計方針の変更に関する注記)
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項(2)ただし書き
に定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。

(表示方法の変更に関する注記)
該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更に関する注記)
該当事項はありません。
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建物及び構築物 75,458千円
土地 312,084千円

計 387,543千円

その他流動負債 13,336千円
その他固定負債 89,158千円

計 102,494千円
２．有形固定資産の減価償却累計額 20,355,710千円

３．国庫補助金等の受入による圧縮記帳額 133,542千円

(連結貸借対照表に関する注記)
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。

－ 33 －
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 8,144,400株 －株 －株 8,144,400株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 592,619株 －株 2,944株 589,675株

2025年１月28日開催の第78期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 196,346千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 26円
・基準日 2024年10月31日
・効力発生日 2025年１月29日

2025年5月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 196,422千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 26円
・基準日 2025年４月30日
・効力発生日 2025年７月4日

2026年１月27日開催の第79期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 219,087千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 29円
・基準日 2025年10月31日
・効力発生日 2026年１月28日

(連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

２．自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の減少は、従業員に対する譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分による減少分であり
ます。

３．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額等

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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(金融商品に関する注記)
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金調達については設備投資計画に照らして、必要な資金を原則として自己資金によ
り充当する方針でありますが、多額の資金を要する案件に関しては、市場の状況を勘案の上、銀行借入、
社債発行及び増資等の最適な方法により調達する方針であります。資金運用については、主として預金及
び安全性の高い有価証券等の金融資産で運用する方針であります。なお、ハイリスクを伴うデリバティブ
取引、信用取引、債券先物取引及び商品先物取引等は行わない方針であります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客等の信用リスクに晒されております。有価
証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び事業上の関係を有する企業の株式であり、市場価
格の変動リスクに晒されております。また、デリバティブ内包型預金は、満期日において元本金額が全額
支払われる安全性の高い商品でありますが、当該契約には金利の変動リスクを内包しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であり、
流動性リスクを負っております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、営業債権及び貸付金について、各事業部の営業担当部門が主要な取引先の状況を定期的にモ
ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
　満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
　デリバティブ取引については、取引相手先を格付の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほ
とんどないと認識しております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等
を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保
有状況を継続的に見直しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い担当部門が行っており、月次の取引実績
は取締役会に報告しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各事業部門からの報告に基づき財務担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管
理を行っております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
⑴　投資有価証券

その他有価証券 707,876 707,876 －
⑵　長期預金 1,862,400 1,849,748 △12,652
資産計 2,570,277 2,557,625 △12,652

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 1,315

⑸　信用リスクの集中
　当連結決算日現在における営業債権のうち34.9％が特定の大口顧客に対するものであります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2025年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（注１）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「有価証券」、「支払手形及び
買掛金」、「電子記録債務」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、「⑵　投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

その他有価証券
株式 583,470 24,500 － 607,970
社債 － 99,906 － 99,906

資産計 583,470 124,406 － 707,876

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期預金 － 1,849,748 － 1,849,748

資産計 － 1,849,748 － 1,849,748

⑴　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

⑵　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しており活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分
類しております。なお、TOKYO PRO Marketに上場している株式は、市場の流動性等を考慮しレベ
ル２の時価に分類しております。社債の時価は取引金融機関から提示された価格によっているため、
その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期預金
　長期預金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値
と、取引金融機関から提示された内包されるデリバティブ部分の価格等に基づいて算定しており、レ
ベル２の時価に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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報告セグメント
合計塗料事業 ファインケミカル事業 蒸留事業

金属用塗料 6,251,041 － － 6,251,041
建材用塗料 7,633,686 － － 7,633,686
その他 410,690 － － 410,690
ファインケミカル製品 － 2,484,809 － 2,484,809
再生溶剤等 － － 5,494,773 5,494,773
顧客との契約から生じる収益 14,295,418 2,484,809 5,494,773 22,275,001
外部顧客への売上高 14,295,418 2,484,809 5,494,773 22,275,001

１．１株当たり純資産額 3,232円10銭
２．１株当たり当期純利益 150円62銭

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のための基本
となる重要な事項に関する注記等）４．会計方針に関する事項⑸　収益及び費用の計上基準」に記載のとお
りです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益を理解するための情報
⑴　契約資産及び契約負債の残高等

　顧客との契約から生じた契約資産については、該当事項はありません。契約負債については、連結貸借
対照表計上額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契
約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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取得の対価 現金 225,041千円
取得原価 225,041千円

（その他の注記）
（企業結合に関する注記）

取得による企業結合
１．企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称　　三丸化学株式会社
事業の内容　　　　　使用済有機溶剤の蒸留精製事業

（2）企業結合を行った主な理由
当社は2024年12月13日に開示した「中期経営計画（2025～2027年度）」に記載の通り、蒸留事業

を塗料事業・ファインケミカル事業と並ぶ柱として位置付けております。また蒸留事業の成長シナリオ
として、廃液集荷増強といった既存事業の延長線上にある施策の他、より付加価値を高めるため、“高純
度なリサイクル溶剤への取り組みを強化する”としております。

この点、三丸化学株式会社は蒸留再生リサイクル事業を生業とし、電子機器製造工程で発生する廃液
を原料とした高純度リサイクル溶剤の生産技術・設備の他、優秀な技術者を有しております。

また、東北地区でリサイクル溶剤生産を手掛ける当社100％子会社である有限会社アイシー産業（福
島県本宮市）の生産余力に余裕がない中、三丸化学株式会社の本社工場（宮城県柴田郡）は生産設備に
増産余地を有する他、用地の空きスペースもあり、2社間の生産品目の最適化といった取組により、大き
なシナジー効果を創出する事が可能であると判断いたしました。

（3）企業結合日　　　　　　2025年6月30日
（4）企業結合の法的形式　　現金を対価とする株式取得
（5）結合後企業の名称　　　結合後企業の名称に変更はありません。
（6）取得した議決権比率　　取得後の議決権比率　66％
（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるもの
２．連結計算書類に含まれる被取得企業の業績期間

2025年7月1日から2025年9月30日まで
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

４．主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等　　　　 35,550千円

５．負ののれん発生益の金額及び発生原因
（1）負ののれん発生益の金額　　　101,211千円
（2）発生原因　　　企業結合時に受け入れた時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれ

ん発生益として認識しております。

－ 39 －



事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

2025/12/19 10:33:36 / 25267687_ナトコ株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

流動資産 428,197千円
固定資産 411,648千円
資産合計 839,845千円
流動負債 123,857千円
固定負債 221,663千円
負債合計 345,521千円

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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貸借対照表

（2025年10月31日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
１ 年 内 回 収 予 定 の
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
長 期 預 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

15,130,397
7,189,512
82,939
852,981
4,166,562
1,000,000
1,022,813
40,583
482,440
10,377

79,200

208,281
△5,294

10,976,927
4,375,825
1,432,135
301,009
672,336
46,069
250,509
1,593,605
80,159
78,951
9,724
60,413
8,812

6,522,150
700,618
1,774,970
2,147,567
26,400
13,258

1,816,400
42,962
△26　

流 動 負 債 5,021,030
電 子 記 録 債 務 87,572
買 掛 金 3,664,498
未 払 金 540,856
未 払 費 用 135,030
未 払 法 人 税 等 135,976
預 り 金 223,885
賞 与 引 当 金 210,331
役 員 賞 与 引 当 金 22,496
そ の 他 381

固 定 負 債 463,337
退 職 給 付 引 当 金 69,202
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 109,405
繰 延 税 金 負 債 10,580
資 産 除 去 債 務 8,037
長 期 預 り 保 証 金 266,112

負 債 合 計 5,484,367
純 資 産 の 部

株 主 資 本 20,314,895
資 本 金 1,626,340
資 本 剰 余 金 3,322,799
資 本 準 備 金 3,316,538
そ の 他 資 本 剰 余 金 6,261
利 益 剰 余 金 15,872,395
利 益 準 備 金 168,600
そ の 他 利 益 剰 余 金 15,703,795
配 当 積 立 金 70,000
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 71,220
別 途 積 立 金 14,308,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,254,575

自 己 株 式 △506,639
評 価 ・ 換 算 差 額 等 308,061
その他有価証券評価差額金 308,061
純 資 産 合 計 20,622,957

資 産 合 計 26,107,325 負 債 純 資 産 合 計 26,107,325

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2024年11月 1 日から
2025年10月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 15,328,945
売 上 原 価 12,111,650
売 上 総 利 益 3,217,295

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,531,117
営 業 利 益 686,177

営 業 外 収 益
受 取 利 息 73,113
受 取 配 当 金 150,894
為 替 差 益 5,821
そ の 他 営 業 外 収 益 12,776 242,605

営 業 外 費 用
支 払 利 息 561
そ の 他 営 業 外 費 用 751 1,312
経 常 利 益 927,470

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,350
特 許 権 等 譲 渡 益 11,175 12,526

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 34,385
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 8,636 43,021
税 引 前 当 期 純 利 益 896,975
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 238,302
法 人 税 等 調 整 額 △3,659 234,642
当 期 純 利 益 662,333

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024年11月 1 日から
2025年10月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計配 当

積立金
買 換 資 産
圧縮積立金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,626,340 3,316,538 4,786 3,321,325 168,600 70,000 72,149 14,108,000 1,184,081 15,602,831
当 期 変 動 額
別途積立金の積立 200,000 △200,000 －
買換資産圧縮
積立金の取崩 △928 928 －

剰余金の配当 △392,769 △392,769
当 期 純 利 益 662,333 662,333
自己株式の処分 1,474 1,474
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
(純額)

当期変動額合計 － － 1,474 1,474 － － △928 200,000 70,493 269,564
当 期 末 残 高 1,626,340 3,316,538 6,261 3,322,799 168,600 70,000 71,220 14,308,000 1,254,575 15,872,395

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △509,168 20,041,327 241,754 20,283,082
当 期 変 動 額
別途積立金の積立 － －
買換資産圧縮
積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △392,769 △392,769
当 期 純 利 益 662,333 662,333
自己株式の処分 2,529 4,003 4,003
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
(純額)

66,307 66,307

当期変動額合計 2,529 273,568 66,307 339,875
当 期 末 残 高 △506,639 20,314,895 308,061 20,622,957

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１．資産の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券
・子会社株式、出資金

移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
⑵　棚卸資産

・製品、半製品、原材料、仕掛品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。
・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産

定額法を採用しております。
⑵　無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。
３．引当金の計上基準

⑴　貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
⑵　賞与引当金

従業員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
⑶　役員賞与引当金

役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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個別注記表

⑷　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。
過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
⑸　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、主に製品の販売によるものであり、これら製品の販売について

は、製品が顧客に引き渡された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足される
と判断していることから、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。

ただし、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間である場合には、出荷した時点において当該製品の支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益
を認識しております。

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定
しております。

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれら
の会計処理の方法と異なっております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）
　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更に関する注記）
　該当事項はありません。
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個別注記表

１．有形固定資産の減価償却累計額 13,481,075千円

２．国庫補助金等の受入による圧縮記帳額 77,319千円

子会社（有限会社豊川シーエムシー）の土地賃貸借契約に係る
契約残存期間の賃料に対する債務保証 30,420千円

⑴　短期金銭債権 241,700千円
⑵　短期金銭債務 26,489千円

① 売上高 715,371千円
② 仕入高 593,351千円
③ 営業取引以外の取引高 131,592千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 592,619株 ―株 2,944株 589,675株

（貸借対照表に関する注記）

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。

３．債務保証

４．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の減少は、従業員に対する譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分による減少分であり
ます。
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個別注記表

繰延税金資産
賞与引当金 63,309 千円
未払事業税 13,705
未払費用 13,395
貸倒引当金 1,601
退職給付引当金 21,452
役員退職慰労引当金 33,839
関係会社出資金評価損 60,834
投資有価証券評価損 26,358
ゴルフ会員権評価損 9,312
その他 9,457

繰延税金資産小計 253,269
評価性引当額 △130,602
繰延税金資産合計 122,666
繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △31,997
その他有価証券評価差額金 △101,131
その他 △117

繰延税金負債合計 △133,246
繰延税金負債の純額 △10,580 千円

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年11月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
　これに伴い、2026年11月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び
繰延税金負債については、法定実効税率を30.1％から31.0％に変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は3,186千円、
法人税等調整額が250千円、それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が2,936千円減少しております。
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個別注記表

種 類 会社等の名称
議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 係 内 容
取引の内容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期 末 残 高
(千円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社 巴興業株式会社 100.0 1名 原材料等の購
入・販売

資金の回収 79,200
1年内回収予定の
関係会社
長期貸付金

79,200

利息の受取
（注） 645 関係会社

長期貸付金 26,400

子会社 耐涂可精細化工
（青島）有限公司 100.0 4名 原材料等の販売

製品の購入
資金の回収 169,873

― ―利息の受取
（注） 2,078

１．１株当たり純資産額 2,729円81銭
２．１株当たり当期純利益 87円68銭

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
　該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表（収益認識に関する
注記）に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 資金の貸付金利については、市場金利を勘案して決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 北 尚　史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 馬 場 淳　也

独立監査人の監査報告書
2025年12月24日

ナトコ株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ナトコ株式会社の2024年11月１日から2025年10月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ナト
コ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 北 尚　史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 馬 場 淳　也

独立監査人の監査報告書
2025年12月24日

ナトコ株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ナトコ株式会社の2024年11月１日から2025年10月
31日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監査報告書
当監査役会は、2024年11月１日から2025年10月31日までの第79期事業年度における取締

役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会
計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書
類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討
いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年12月24日
ナ ト コ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常勤監査役 関 澤 浩　幸 ㊞
社外監査役 今 枝 剛 ㊞
社外監査役 内 藤 正　明 ㊞

　
以　上
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地図

交通機関
「車」
名古屋方面から 153号バイパス「打越インター」を下り右折、「打越上屋敷」交差点左折
豊 田 方 面 か ら 153号バイパス「西新町７丁目」交差点みよし方面（斜め左に入る）約500ｍ進行方

向右側

「公共交通」 地下鉄利用の場合（名古屋駅から約１時間強）
名 古 屋 駅 か ら 地下鉄東山線「伏見駅」乗換、鶴舞線「赤池駅」下車、タクシー利用

名鉄バス利用の場合（赤池駅から約30分）
「衣ケ原経由豊田市行」乗車、「三好特別支援学校」下車

豊 田 市 駅 か ら 名鉄バス「衣ケ原経由赤池駅行」乗車、「三好特別支援学校」下車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（豊田市駅から約30分）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
会　　場　愛知県みよし市打越町生賀山18番地

ナトコ株式会社　本社事務所　四階ホール
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